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─────────────────────────────────────────── 

平成30年 第２回（定例）吉 賀 町 議 会 会 議 録（第４日） 

                             平成30年６月18日（月曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第４号） 

                         平成30年６月18日 午前９時03分開議 

 日程第１ 報告第３号 繰越明許費繰越計算書について 

 日程第２ 議案第45号 吉賀町地域公共交通活性化協議会条例の制定について 

 日程第３ 議案第46号 吉賀町自治会館施設条例の一部を改正する条例について 

 日程第４ 議案第47号 吉賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 日程第５ 議案第48号 吉賀町福祉センター条例の一部を改正する条例について 

 日程第６ 議案第49号 吉賀町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について 

 日程第７ 議案第50号 吉賀町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

 日程第８ 議案第51号 平成３０年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第９ 議案第52号 平成３０年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

１号） 

 日程第10 議案第53号 平成３０年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第11 議案第54号 平成３０年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第12 議案第55号 平成３０年度吉賀町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第13 議案第56号 平成３０年度吉賀町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第14 議案第57号 平成３０年度吉賀町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第15 同意第14号 吉賀町農業委員会委員の任命について 

 日程第16 発議第２号 地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 

 日程第17 発議第３号 主要農産物種子保全の施策を求める意見書（案） 

 日程第18 閉会中の調査報告について 

 日程第19 閉会中の継続調査について 

 日程第20 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 報告第３号 繰越明許費繰越計算書について 

 日程第２ 議案第45号 吉賀町地域公共交通活性化協議会条例の制定について 
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 日程第３ 議案第46号 吉賀町自治会館施設条例の一部を改正する条例について 

 日程第４ 議案第47号 吉賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 日程第５ 議案第48号 吉賀町福祉センター条例の一部を改正する条例について 

 日程第６ 議案第49号 吉賀町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について 

 日程第７ 議案第50号 吉賀町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

 日程第８ 議案第51号 平成３０年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第９ 議案第52号 平成３０年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

１号） 

 日程第10 議案第53号 平成３０年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第11 議案第54号 平成３０年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第12 議案第55号 平成３０年度吉賀町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第13 議案第56号 平成３０年度吉賀町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第14 議案第57号 平成３０年度吉賀町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第15 同意第14号 吉賀町農業委員会委員の任命について 

 日程第16 発議第２号 地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 

 日程第17 発議第３号 主要農産物種子保全の施策を求める意見書（案） 

 日程第18 閉会中の調査報告について 

 日程第19 閉会中の継続調査について 

 日程第20 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 松蔭  茂君        ２番 三浦 浩明君 

３番 桜下 善博君        ４番 桑原 三平君 

５番 中田  元君        ６番 大多和安一君 

７番 河村 隆行君        ８番 大庭 澄人君 

９番 河村由美子君        10番 庭田 英明君 

11番 藤升 正夫君        12番 安永 友行君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 
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────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 水落 裕之君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ……………………… 岩本 一巳君   副町長 …………………… 赤松 寿志君 

教育長 …………………… 青木 一富君   教育次長 ………………… 光長  勉君 

総務課長 ………………… 野村 幸二君   企画課長 ………………… 深川 仁志君 

税務住民課長 …………… 齋藤 明久君   保健福祉課長 …………… 永田 英樹君 

産業課長 ………………… 山本 秀夫君   建設水道課長 …………… 早川 貢一君 

柿木地域振興室長 ……… 大庭 克彦君                       

────────────────────────────── 

午前９時03分開議 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいまの出席議員数は１２人です。定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付したとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．報告第３号 

○議長（安永 友行君）  日程第１、報告第３号繰越明許費繰越計算書についてを議題とします。 

 本件については、初日に要求がありましたので、資料をつくっていただきましたが、ただいま

お手元に配付のとおりです。３月定例会において、各課長より口頭で説明はしておりますが、資

料に基づいて再度説明をいたします。順番に各課長より説明をいただきます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  おはようございます。そうしますと、お配りしております資料に基

づきまして説明をさせていただきます。 

 まず、総務課のほうからは、柿木地区町営駐車場整備事業でございます。 

 事業費、それから繰越額のところまでにつきましては３月の定例会で御報告をさせていただき

ました。 

 それから、その右側の繰越額確定、６月定例会ということで、本定例会において報告をさせて

いただく数字といたしまして４４６万８,０００円ということになります。差が出ておりますけ

れども、それにつきましては、その右側、繰越明許費の概要というところでお読み取りをいただ

ければというふうに思います。 

 それから、一番右側の縦列です。執行状況ということで、本年５月末の状況ということで、以



- 158 - 

下ずっと載せております。本事業につきましては、７月に入札を予定しておりまして、完成予定

を１０月ということで、今後進めてまいりたいというふうに思います。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  それでは、引き続きまして、企画課の管轄しております事業につい

て説明させていただきます。 

 上段から２番目、鹿足郡事務組合負担金でございます。これは、事業的には、津和野町ケーブ

ルテレビ設備ＦＴＴＨ化工事の吉賀町負担分の繰り越しでございます。概要は、鹿足郡事務組合

が主体で行う事業の繰り越しでございまして、国庫補助事業でございます。管轄します総務省と

の協議により事業が繰り越しとなったため、吉賀町の負担金も繰り越すものでございます。 

 現在の進捗状況は４８％となっておりまして、契約は平成２９年１２月に契約済みでございま

すが、工期は平成３０年９月３０日までということで繰り越しとなったものでございます。 

 現在、総事業費は６億９,２９２万８,０００円で契約しているところでございます。この一部

負担金でございます。 

 続きまして、老人福祉センター管理費でございます。６７３万１,０００円の繰越額が確定し

ております。 

 現在、委託料、工事費、計上しておりますが、これは給水タンクの老朽化に伴いまして、これ

は取りかえるよう予定していたところでございますが、水道から直結することにより、その検討

に調査の時間を要したための繰り越しでございます。 

 なお、この括弧書きで書いてありますのは、あくまでも選択肢の一つとしての考えでございま

す。 

 続きまして、執行状況でございますが、現在、設計協議中でございます。いろんな調査をして

おりますが、ちょっと指定管理者との協議及び設計士との協議により、なかなかちょっと進んで

いないという状況ではございますが、９月以降の発注といいますのは、指定管理者との協議によ

り繁忙期を避けたいということで、ちょっとおくらせているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  それでは、続いて保健福祉課長、永田課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  失礼いたします。保健福祉課の関係でございます。１ページ目、

下から２番目、障がい者総合支援センター整備事業の実施設計分についての繰り越しでございま

す。３月に議決をいただきました２,３５４万８,０００円でございますが、このたび繰越額が確

定いたしました。その金額については２,３２０万１,４８０円ということでございます。繰越理

由につきましては、当初想定をしておりませんでした土質調査等々の必要性が生じたためという

ことになってございます。 
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 工期的には、ことしの９月末までのところで完了し、詳細なものができ次第、また議会のほう

に報告をさせていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、次、産業課、山本産業課長。 

○産業課長（山本 秀夫君）  それでは、農業復旧対策事業について説明させていただきます。 

 この事業は、御存じのとおり、この１月、２月の雪害によりまして、パイプハウスを復旧する、

その補助金でございます。 

 予算的には、その当時、概算で２,０００万円上げておりました。これは、４つの農家で

１７棟分だということで現地調査をしまして、県の予算も確保して繰り越しをしたということで

ございますが、その後、実際、農家さんといろいろ話をする中で、後継者等もいないんで、全く

復旧はしないという方もおられましたし、残った部分だけを使用して、壊れた部分はもう解いて

しまうということもございました。それから、今度、復旧するにしても、中古の部材を集めてく

るから補助金は使用しないという方もおられましたし、復旧はする予定でございますが、現状の

ものとは違うハウスにしたいということで、補助のほうは申請しないということになりましたん

で、結局のところ２,０００万円繰り越しをしておりますが、現時点ではこの補助金の交付をす

ることは生じないだろうということで、実質的には２,０００万円が不用額として出てくるとい

う予定にしております。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  それでは、続いて建設水道課、早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  それでは、私のほうから道路新設改良単独事業費の繰り越しの

説明をさせていただきます。ページを１枚進んでいただきたいと思います。 

 繰り越し額でいたしますと１,３００万円でございました。この工事は２工事ございまして、

杉山線の落石防止工事、それからもう一つが田丸横立線のやはり落石防止工事でございました。 

 繰り越しの理由といたしましては、２件とも用地測量に不測の時間がかかってしまい、本体工

事がおくれてしまったというものでございました。工事のほうは、杉山線の落石防止工事も、そ

れから田丸横立線の落石防止工事も現在完了しているという状況でございます。 

 一番右側の執行状況の欄に完成済みの執行額が載っておりますけれども、竣工金額といたしま

しては、①番が杉山線でございまして、竣工金額１,０６８万１２０円でございました。それか

ら２番目の田丸横立線でございます。これにつきましてものり面工事でございますけれども、執

行済み額は、ここに載っております４９３万６,６８０円の同額でございました。 

 続きまして、真ん中の欄でございます。元町丸町線改良工事でございます。繰越金額といたし

ましては、１,１００万円でございました。 

 この繰越理由といたしましては、その下段にございます夜打原相生線交通安全施設整備事業で
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ございまして、この交付金事業は国の事業でございます。もちろん、今の元町丸町線も国の事業

でございますけれども、相生橋の側道橋の架設ということで、大きな金額が動いておったという

こともございまして、どうしても不測の場合に備えまして、調整金額といたしまして、この元町

丸町線の工事を、不測の場合に備えて準備をしていたというところで繰り越しになってしまった

という内容でございました。 

 現在のところ、実は、七日市の町の中、排水路を整備をするという計画がございます。この排

水路を、ここの元町丸町線の改良工事にあわせまして、側溝等の大きさを決めていきたいという

ふうに考えておる関係がございまして、今現在、まだ、この元町丸町線の改良工事を発注してい

ないという状況でございます。七日市の排水路の設計が８月の下旬ごろ上がってくるという計画

になっておりますので、その状況を見て、この元町丸町線の改良工事を発注をしていきたいとい

うふうに考えているとこでございます。 

 それから、下段でございます。夜打原相生線でございます。側道橋の工事でございまして、現

在のところ、工事は、現場の工事は完了しているというところでございまして、竣工検査を残す

のみということでございます。 

 以上、状況を説明させていただきました。失礼いたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、最後になります教育委員会、光長教育次長。 

○教育次長（光長  勉君）  それでは、教育委員会のほうの繰り越しに関しての説明をさせてい

ただきます。 

 保健体育施設整備事業ということで１億２,９１９万円でございます。これは、真田グラウン

ド照明施設工事ということでございまして、平成２９年度の当初予算において、設計の委託料と

工事費を予算計上しておりまして、工事費の予算を全額繰り越しをしたものでございます。 

 理由といたしましては、設計段階におきまして、照明柱の基礎工事をするに当たりまして、照

明柱の高さが１９メートルということになりまして、その基礎の設計をする上で地質調査が必要

となったということでございます。当初は、六日市学園が建設されたときのボーリング調査の

データがございましたので、それを利用してということを考えておりましたけども、それでは深

さが十分でないということが判明をいたしまして、途中で、これは補正で対応していただいたと

思いますけども、ボーリング調査を２カ所させていただいたということでございます。それによ

りまして、設計がおくれてきたということで、さらにまた建築確認申請等も必要になったという

ことで、年度を繰り越して工事をする必要が生じたということでございます。 

 既に、５月１７日に臨時議会を開いていただきまして、契約議決をいただいたところでござい

ますけども、４月２０日に入札を行いまして、５月１７日が契約ということで、５月１８日から

１０月３１日までの工期で、現在、工事を発注しております。 
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 最近でいいますと、先週、ちょうど金曜日の夜、地元説明会を実施して、いよいよ現場に入る

という状況でございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  以上で説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。ありません。１０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  老人福祉センターの管理費ですけど、これはたしか屋根に上が

っとる給水タンクのことと思いますけど、簡単な工法の検討のための調査に時間を要したためと

ありますが、結局、あのタンクをかえなくてもできるという結論に至ったわけですか、どうです

か。 

 それと、老朽化しとるということで、先般も営業の停止になりましたけど、そういう、それを

使い続けることで、また、その菌が出るというような可能性はないと判断しとるわけですか。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。 

 現在、タンクの交換については、かえないという方向で工事を進めることとしております。時

間を要していますのは、まず、ちょっと施設の図面等が詳細な図面等がなくて、現在の配管を確

認している状況でございました。 

 水道から直結するには、今の水道の使用料の関係から、管理者との協議といいますか、大丈夫

かどうかの確認が必要でございましたので、それに時間を要しているところでございます。 

 それと、タンクの老朽化でございますが、レジオネラ菌及び大腸菌が検出された原因としまし

て、タンクの老朽化による異物混入というのが１つの原因としておりました。そのタンクのふた

につきましては、異物が混入しないように加工しまして、鍵をかけて、現在、運営しているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  ないようですので、質疑は終わります。 

 本案は、報告をもって終了いたしますが、この繰越明許費については、今後、来年になります

けど、３月定例会において資料を提出していただくよう、本年の定例会に口頭の報告のみでした

ので、資料を提出して報告してもらうように調整しておりますので、よろしくお願いします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第４５号 

○議長（安永 友行君）  それでは、日程第２、議案第４５号吉賀町地域公共交通活性化協議会条
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例の制定についてを議題とします。 

 本案については、質疑が保留してあります。これを許します。質疑はありませんか。１１番、

藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  この協議会ですけども、所掌事務が書かれています、第３条で

書かれておりますが、料金についての協議というのは、この協議会での対象となるのかお聞きを

します。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。 

 公共交通活性化協議会につきましては、当面、今年度におきましては、公共交通に関する現況

整理と、現状整理等を行う予定でございます。あわせて、バス利用の実態調査等を行います。 

 料金につきましては、交通網形成計画をつくる上では、この協議会では料金の決定までは議論、

協議はいたしませんが、第３条、第１項にございます地域公共交通のあり方の協議に関すること

というのがございまして、この中では、協議の中で話が出ることも予想されております。 

 ただ、最終的に料金等について決定いたしますのは、別途設置しております地域公共交通会議

という道路運送法に基づく会議で決定なり検討なりをしていくことになろうかと、今、想定して

おります。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。１１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  吉賀町地域公共交通会議のほうで料金等についてはされるとい

うことです。 

 それでは、次に第８条に部会についてが書かれておりますが、この部会の委員というのは、こ

の協議会の委員から選出をされるものということでよろしいでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  第８条に定める部会につきましては、この委員の中から選出するも

のでございます。 

 ただ、部会というのを設けたことにつきましては、やはり専門的なことが必要な場合は、関係

部署、関係職員からも意見を聞くような想定をしております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  次に、第１１条で、委任について、協議会の運営に関し必要な

事項は、町長が別に定めるというふうにしておりますが、先ほどちょっと名前が出ました吉賀町

地域公共交通会議設置要綱においては、今の委任等については、会長が交通会議に諮り定めると、
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このような記述の仕方もしておるわけでありますけども、私の考えますのに、通常、こういう外

部の人たちが参加をする協議会等につきましては、この項に掲げていること以外でいろいろ決め

事をする場合においては、先ほど言いました交通会議のような形で行うのが妥当ではないかとい

うふうに考えますが、そういう吉賀町の役場の中で、こういうものに対する協議会の委任等につ

いて、どういう原則を持っているのか、その点お聞きします。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  地域公共交通活性化協議会、今回、条例で提案させていただきまし

た。所管いたします国土交通省と島根県といろいろこの条例を設置するには、相談させていただ

きました。その中で、先ほど議員のおっしゃるとおり、協議会形式をもちまして、その協議会で

会計から全て管理している場合もございますし、条例で設置している場合もあると、今は認識し

ております。 

 今回、条例で提案させていただきましたものは、やはり報酬及び費用弁償等をきちっとしよう

ということで、条例で提案させてもらったものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。６番、大多和議員。 

○議員（６番 大多和安一君）  この地域公共交通網形成計画ですか、第１条による。この地域公

共交通網形成計画と議会とのかかわりといいますか、この網形成計画に対しての、議会として、

その計画がいいのか悪いのかとか、そういうような議会とのかかわりはどのようになるのか、も

う一度説明をお願いします。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。 

 地域公共交通網計画の策定に当たっては、先ほど説明した中で重複しますが、公共交通に関す

る現況整理、公共交通等の利用実態調査、ニーズ調査等、住民からアンケートなり聞き取りなり

を行いまして、それに基づきまして、ニーズに合った計画としたいと考えております。 

 議会とのかかわりでございますが、この計画は２カ年を、２年度にわたって策定するものでご

ざいますが、要所要所で議会のほうへ報告させていただきまして、御意見を求めながら、また進

めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ６番、大多和議員。 

○議員（６番 大多和安一君）  ということは、網形成計画は議会がノーというようなことはない

と、自信を持って言われておると思いますが、そのとおりでよろしいでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 
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○企画課長（深川 仁志君）  繰り返しになりますが、計画、要所要所で議会に報告させていただ

きまして、御意見を拝聴したいと考えているところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか、ほかに。１１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  直接この協議会についてでないことでお伺いをいたしますが、

既に今、吉賀町地域公共交通網形成計画業務のプロポーザル方式による実施要領等も出されてお

ります。それで、この実施要領で業者さん等また提案されて加われることになると思いますけど

も、これの一定の報告が出た時点等で、先ほど、同僚議員からも質問ありましたけれども、議会

に対する報告等がされることになるのか、その点についてお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  議会への報告ということでございますが、プロポーザル全てにおい

て、今、議会のほうへ報告されとるかどうか、ちょっと私の認識不足で、全体的なことはちょっ

とお答えできませんが、要請があるようであれば、定例会の都度、状況について報告させていた

だきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  第４条の件なんですけど、４条の中で委員の２５人とあるんです

けど、１番から８番までの委員の比率といいますか、そこら辺のことをどういうふうに、この公

安委員会とか道路管理者とか、それを何名ぐらいを予定しているのかということと、今後、免許

返納ちゅうことがすごく出てくると思うんです。そういった団体ちゅうのはないので、そういっ

た方の意見が反映されるような、どこに属するのか、町民または地域、５番のあれに属するとい

うことなのか、そこら辺のことを含めてお願いします。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。 

 第４条、第１項の各号に定めるものとして、今想定しておりますのは、吉賀町、それと事業者、

関係行政機関、町民の代表者、その他団体を想定しております。 

 具体的には、現在、想定しておりますのは、町、教育委員会代表、バスの運行事業者、運輸局、

島根県、警察署、公民館、自治会などからの推薦、民生委員、病院、社会福祉協議会などを考え

ております。 

 構成につきましては、地域公共交通の利用者として５名程度、あと関係する交通事業者として

４名程度を今は想定しているところでございます。 

 個々個別の意見の聴取方法ですが、この委員会に参加していただいて協議していただくのも

１つの方法ではございますが、先ほど申し上げましたように、公共交通に関する現況整理、利用

実態調査、ニーズ調査につきましては、個別にこの委員会とは別にアンケートなり直接聞き取り
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をして、意見を聴取しようと今考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ３番、桜下議員。 

○議員（３番 桜下 善博君）  今、事業者と言われましたが、前の同僚議員から事業者というの

は、営利目的の会社だと思うんです。全く自分の会社にとって利益のないことは絶対にやらない

のが当たり前だと思うんですが、営利を目的としている事業者です。この協議会に入るというこ

とは、本来、今の事業者に委託をするという現実もありますが、どうなんでしょうか。営利を目

的としている業者がこの協議会に入るということを、ちょっと違和感を持つんですが、その辺に

ついての説明をお願いします。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。 

 地域公共交通活性化協議会、いわゆる目的で地域公共交通網形成計画、これは国土交通省で定

める計画でございますが、この計画の委員の中には──失礼しました。その再生に関する法律の

中で運行事業者も参加するように定められておりますので、参加することとなっております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ２番、三浦議員。 

○議員（２番 三浦 浩明君）  同じく４条で、同等の質問になるかもしれませんけど、コンサル

会社とか、そういった専門的な業者はこの中に参加されますか。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。 

 専門的知識を有するコンサル会社でございますが、現在、先ほどの質問にもありましたように、

プロポーザルにより公募をしているところでございます。委員として参加するのではなく、委員

会の運営等について助言をいただきながら参加する予定としております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ２番、三浦議員。 

○議員（２番 三浦 浩明君）  少し細かいですが、２カ年計画ということで、コンサル会社が

２カ年、この条例に対して意見を述べると、そういったことでいいですか。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。 

 支援いただく業者につきましては、意見を述べるという立場ではなく、いろんな助言をいただ

く、法的な問題がないか、運営に問題がないか、そういうところを御指導いただくように、今は

想定しております。 
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 以上です。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  済いません。失礼しました。現状においては２カ年支援をいただく

ようなこととしております。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  今、２年と、任期が２年ということで、２年間、この前の質問に

もちょっとあったかと思うんですが、実際には、この公共交通というのは、大変もうせっぱ詰ま

っとる状態に来とると思うんですが、２年という、任期は２年あってもいいと思うんですが、も

うできるだけ早い結論というか、その辺の考えは、２年ありきでなしに、もう少し早い結論を出

せるような委員会形式はできないものですか。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。 

 ２年あるから２年ゆっくりしようという考えはございません。なるべく早く交通体系の形は決

めていきたいと思っております。 

 まず、この地域公共交通網形成計画におきまして、この中で全てを決めていくのではなく、細

かいところはまた別途の公共交通会議等に──失礼しました。公共交通会議等でも協議する場合

もございますし、いろんな法に基づき手続を踏んでいく必要がありますので、今回、この網形成

計画というのを策定するように、今、提案しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  先ほどの回答にもございましたけど、利用実態調査とか、それは

この形成計画の中とは別個の組織でやるというお話でしたが、そうすると、時間的にそのほうが

余計時間がかかるんではないかと思いますが、その辺いかがですか。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。 

 先ほど、御質問の中でもありましたように、コンサルタントを委託しながら行っております。

実際のアンケート調査につきましては、私ども事務局とコンサルとで協議をしながら、この委員

会に諮ってアンケート調査なりを行う予定としております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、質疑はこれで終わります。 
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 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論は終わります。 

 日程第２、議案第４５号吉賀町地域公共交通活性化協議会条例の制定についてを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第４６号 

○議長（安永 友行君）  日程第３、議案第４６号吉賀町自治会館施設条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

 本案についても質疑が保留してありますので、これを許します。質疑はありませんか。よろし

いです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、質疑はこれで終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第３、議案第４６号吉賀町自治会館施設条例の一部を改正する条例についてを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第４７号 

○議長（安永 友行君）  日程第４、議案第４７号吉賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。 

 本案についても質疑が保留してあります。これを許します。質疑はありませんか。１１番、藤

升議員。 
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○議員（１１番 藤升 正夫君）  このたび、若干下げられる被保険者の方もあれば、上がる被保

険者の方もあります。そうして、今回行って、また、何回か県の言うとこに合わすために引き上

げを行うということで、その引き上げのスケジュール、もう一度ちょっと説明願います。 

○議長（安永 友行君）  永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  お答えをいたします。 

 平成３０年４月に島根県一元化されたということで、この間、当然、今までの運営状況と異な

りますので、保険料、税についてはばらつきがございます。基本的には５カ年をかけて、激変緩

和措置をとりながら、調整を図っていくということになっておりますけれども、具体的に、では

島根県としていつ保険料、税を一元化するというところの見通しはまだ立ってございません。 

 一応、先般の国保担当課長会議の中で、厚生労働省から参っておりました担当の方がおっしゃ

るには、一応、平成３２年度ごろから一元化に向けた具体的な調整に入ってもらいたい意向であ

るというような国の方針等も示されたところでございます。 

 そういったところから、町といたしましては、５年間の激変緩和措置期間を有効に活用しなが

ら、最終的に３２年度以降具体化される調整時期に、統一時期に合わせて、今後も被保険者の

方々の所得状況や応能、応益のバランス等々を勘案しながら検討させていただきたいというふう

に考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  といいますと、あと幾らか上げるということで、３２年ごろか

ら一元化というような指導もあるようですから、それまでにまた税の引き上げということになる

ということでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  最終的に一元化をしていくということであって、現在の町の保

険税率等々の状況から、その必要性が生じた場合は引き上げざるを得ないというふうに考えてお

ります。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、質疑はこれで終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。１１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  それでは、ただいま議題となっております議案第４７号吉賀町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての反対討論を行います。 

 この条例の改正の結果、収入の少ない方については下がる方もおられますが、そうでない方々、

一定の所得のある方々は保険税が上がるということになります。これが、今回で終わるものでは
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なく、また引き上げていく方向にあるというふうに理解をしております。そもそもこの国民健康

保険の仕組みからして、収入の少ない方々、具体的にいえば６５歳から７４歳の方々の加入され

る割合が、ほかの協会健保であったり組合健保に比べて非常に高い。なおかつ収入の少ない自営

の方々も国民健康保険に入っているとそういう構造であることと、ほかの協会健保等につきまし

ては事業者負担があるために半額の負担となっておりますが、この国民健康保険につきましては

国が１９８４年、このときに全体の５割の負担をしていたものを少しずつ国の負担割合を下げて

きた結果、収入が少ないにもかかわらずほかの保険に比べて負担割合が高い仕組みというものが

そのまま放置をされてきた。これは国の怠慢であるというふうに私は考えますが、そういうもと

で、なおかつこれまで一定の自治体の中では一般会計からこの国保会計への繰り入れを行う中で

保険料、保険税が上がらないよう努力をしてきた。その努力をもさせない仕組みをこのたび設け

ております。激変緩和措置の対象とするものを一般会計からの繰り入れ等をするところについて

は、激変緩和の費用を出さないと、このような仕組みまで設けて自治体の努力を無にする、その

ような仕組みのもとで行われるこのたびの条例の改正であります。このような、もともとそもそ

もの仕組みが間違っているというところに対しての反対をするという意味で、この議案第４７号

に反対の討論といたします。 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論は終わります。 

 日程第４、議案第４７号吉賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決しま

す。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  賛成多数です。したがって、本案は原案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第４８号 

○議長（安永 友行君）  日程第５、議案第４８号吉賀町福祉センター条例の一部を改正する条例

を議題とします。 

 本案についても質疑が保留してあります。これを許します。質疑はありませんか。５番、中田
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議員。 

○議員（５番 中田  元君）  この条例の趣旨に、今までこの福祉センターの指定管理で、今社

協が使っとると思うんですが、ある程度この条例ができるということは他の業者が入れない格好

になるんですかいね。ちょっとその辺が文言の中で見えるようなですが、結局もう今の社協しか、

今実際に使っておるのが社会福祉協議会、今後Ｂという例えばその団体が安いことで例えば入札

があった場合には、今の現在使っておる者が優先的だよというような理解でよろしいんですかい

ね。 

○議長（安永 友行君）  永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  お答えをいたします。 

 今回改正させていただくものは、これまで指定管理施設、いわゆる福祉センターの指定管理者

として管理運営をされてきた指定管理者の実績等々を判断を検証させていただいて、その結果、

設置目的にあります地域福祉の推進あるいはさまざまな不採算部門での福祉事業等々が円滑に実

施をすることができるという業者について、その現指定管理者を引き続き指定をすることができ

るという規定を設けさせていただいたものでございまして、前回５年前に行いました公募方式、

これについても条文の中には生きておりますので、公募方式も採用は以前と同様に引き続きでき

るということでございます。それに加えてそれまでの実績等々を判断をさせていただいて現指定

管理者を引き続き指定管理者に指定することもできるという要件を今回つけ加えさせていただい

たということでございます。 

 以上でございます。 

○議員（５番 中田  元君）  わかりました。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、質疑はこれで終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認めます。これで討論は終わります。 

 日程第５、議案第４８号吉賀町福祉センター条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決をされました。 
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 ここで休憩１０分間します。休憩します。 

午前９時58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時11分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第４９号 

○議長（安永 友行君）  日程第６、議案第４９号吉賀町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案についても質疑は保留してありますので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、質疑はこれで終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論は終わります。 

 日程第６、議案第４９号吉賀町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第５０号 

○議長（安永 友行君）  日程第７、議案第５０号吉賀町消防団員等公務災害補償条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

 本案についても質疑は保留してあります。これを許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  ないようですので、これで質疑は終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第７、議案第５０号吉賀町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを

採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第５１号 

○議長（安永 友行君）  日程第８、議案第５１号平成３０年度吉賀町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案についても質疑が保留してありますので、これを許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、質疑は終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認めます。これで討論は終わります。 

 日程第８、議案第５１号平成３０年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）を

採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第５２号 

○議長（安永 友行君）  日程第９、議案第５２号平成３０年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案についても質疑が保留してありますので、これを許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、質疑は終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第９、議案第５２号平成３０年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第

１号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第５３号 

○議長（安永 友行君）  日程第１０、議案第５３号平成３０年度吉賀町介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案についても質疑は保留してありますので、これを許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、質疑は終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 日程第１０、議案第５３号平成３０年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）を採

決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第５４号 

○議長（安永 友行君）  日程第１１、議案第５４号平成３０年度吉賀町小水力発電事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案についても質疑は保留してあります。これを許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、質疑は終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 日程第１１、議案第５４号平成３０年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第１号）を

採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第５５号 

○議長（安永 友行君）  日程第１２、議案第５５号平成３０年度吉賀町下水道事業特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

 本案についても質疑は保留してありますので、これを許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、質疑は終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 日程第１２、議案第５５号平成３０年度吉賀町下水道事業特別会計補正予算（第１号）を採決

します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第５６号 

○議長（安永 友行君）  日程第１３、議案第５６号平成３０年度吉賀町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 



- 175 - 

 本案についても質疑が保留してありますので、これを許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、質疑は終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 日程第１３、議案第５６号平成３０年度吉賀町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第５７号 

○議長（安永 友行君）  日程第１４、議案第５７号平成３０年度吉賀町一般会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

 本案については、初日の質疑において答弁漏れがありましたので、それを先に行います。３番、

桜下議員の質問で移動図書館の状況についてです。光長教育次長。 

○教育次長（光長  勉君）  それでは、本定例会の初日に答弁残りがございましたので、その件

について御回答をさせていただきたいと思っております。 

 みたい号の稼働状況と実績等であったと思います。みたい号につきましては、基本的には小学

校、保育所の子どもたちに本を貸し出すということで活動しておりまして、中学校等も回ってお

りますけども、それは中学校に対して本を持って行くというような状況でございます。 

 それで、みたい号の稼働の予定と言いますか、そういったものは町の広報のほうに１ページ紙

面をいただいておりまして、ほとんど毎月のように図書館だよりというページがございますので、

その中でみたい号がその月にどういう活動をするかということが書いてございますので、それを

見ていただければというふうに思います。月々によって若干異なりますので、そちらのほうで御

確認をいただければというふうに思っております。 

 それと、平成２９年度の実績ということで、ちょっと申し上げさせていただけたらと思ってお

ります。 

 利用人数ではちょっと把握しておりませんで、貸し出しの冊数で言いますと、小学校のほうが
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１万１１８冊ですね。平成２９年度。それから保育所のほうが５,０３６冊でございます。内容

的には、この数の中に絵本とか紙芝居も含んでおりますので、申し添えておきたいというふう思

います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  以上で、答弁漏れについての説明は終わり、本案についても質疑は保留

してありましたので、これを許します。質疑はありませんか。６番、大多和議員。 

○議員（６番 大多和安一君）  実はいろいろ悩んでいたんですが、本日、配られました繰越明許

費の内容という資料と、これ前年度の一般会計のなんで報告で終わるということで、黙っていよ

うかなと思ったんですが、それと、議案書の報告第３号繰越明許費繰越計算書についてというこ

とで配付してあります繰越計算書の中で、繰越額は合っていますが事業費のところで若干違うと

ころがあるんですが、これはこの間の全協でもしましたが、きちんと精査して議会へ報告すると

いうことを町長、言われまして、副町長もそのとおりだと思われますが、また今回も数字が若干、

事業費とは言いながら違うんですが、このようなことがあっていいのかどうなのか、もう一度、

そのお考えをお伺いしたいと思いますがいかがでしょう。 

○議長（安永 友行君）  事前に私のほうでわかりましたので指摘して、ただいま調査中なので、

それをして会期中にはもちろん報告しますし、見解についてもお聞きしますので、次の質疑に移

らさせてもらいます。一般会計補正予算についての質疑に戻させてもらいます。質疑はありませ

んか。１１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  それでは、８ページにあります総務管理費の一番右の説明欄の、

業務運営関係委託料２１６万円ありますが、会計年度任用職員の関係の調査の委託をする経費だ

と思いますが、この会計年度任用職員の制度について若干お聞きをいたします。 

 まず初めに、現在、嘱託の職員の方が８０名超えておられますが、その方々が７時間４５分の

方もあれば７時間の方もおられます。この業務の内容、また時間、こういうものが今度、会計年

度任用職員となることによって、業務変わらずともいわゆるフルタイムの人とパートタイムの人

になる可能性があるんですけども、どういう何をもってフルタイムの人にするか、フルタイムの

人がその業務をするのか、パートタイムの人がするのかという基準を、今、持っているのかお聞

きします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それではお答えいたします。 

 現時点で、新制度に導入のためのその基準というものはございません。基準というのは、恐ら

く今度これから整備というか、検討を予定してくる、条例あるいは規則あるいは要綱、そうした

ものでまとめていくということになろうかと思います。 
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 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  まあ、これからということですので、次に、今の職員のという

意味ではなくて、個人に業務を委託をしているものがございます。こういう個人に業務を委託を

しているものについては、この調査等の対象にはならないと思いますが、それでよろしいでしょ

うか。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  業務委託のという形でありますと、第一義的にはこれはもう対象に

ならない、あくまでも町とその相手とのいわゆる雇用関係を持っているということがベースにな

るというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  今度は、この会計年度任用職員の制度が始まるに当たりまして、

財政的いわゆる基準財政需要額への算定を見込むとか、そういうことがあるのかお聞きをしたい

と思います。と言いますのは、今度、期末手当等の支給の対象にもなるということが報道でもさ

れておりますけれども、その財源というのは、国が面倒を見るのか見ないのかということが問題

にありますので、財政的な面で国は処置をするのかお聞きをします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  この制度改正に伴う国の何らかの動きということですけども、特に

御質問のあった財源的な手当というところですけれども、現時点においては、特段の国が財源と

いうところでの何らかの示したものというものは、現時点ではないということでお答えをさせて

いただきます。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  財源的なものは示されていないということで、現在、吉賀町が

考えている内容になりますけども、これから考えられるかもしれませんが、パートタイムの会計

年度任用職員について、期末手当の対象とする考えでいるのか、その点についてお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  先ほどもお答えしたとおり、内容につきましては、これから検討し

ていくということになろうかと思いますので、現時点ではそこら辺の回答ということに関しては

持ち合わせておりません。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  新しくこの任用制度になるわけですけども、報酬また給料それ
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ぞれになりますけども、この額がこの会計年度任用職員制度になるということをもって、何らか

の変更をすることについて考えているのかお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  金額も、これ労働条件ということになろうかと思いますけれども、

これも今後また検討していくということになろうかと思います。 

○議長（安永 友行君）  藤升議員、今の委託料についてですか。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  委託料です。 

○議長（安永 友行君）  委託料、課長が答えられたとおりで納得できないですか。もう７回目ぐ

らいになると思うので。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  では、違うもので。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  では、違うもので御質問しますが、１点だけ意見だけ言って質

問に入ります。 

 今現在、嘱託の職員の方々いわゆるそんなに高くない、ほとんどの人が安い給料で働いていた

だいていながら、懲戒については一般の職員と一緒というような状況もございます。非常に何か

矛盾を感じるということがありますので、これは私の思いだけですが、述べて、１６ページ、小

学校の学校図書館の司書の関係でお聞きをいたします。柿木小学校に配置をするということでお

聞きをしておりますが、この職員の資格について、町として何か資格というものをこういう資格

でないといけないとかいうものがあるのかということと、この司書になられた方への研修につい

て、この研修があるのかと、２点お聞きします。 

○議長（安永 友行君）  光長教育次長。 

○教育次長（光長  勉君）  司書ですけども、今、学校に司書をということで配置をしておりま

すけども、実際には司書資格のない方もおられますし、今、町の図書館については１名司書資格

を持って、もう１名の人は資格がないというような状況で雇用をしております。 

 それと研修でございますけども、研修については県が行う研修等がございますので、そちらの

ほうへ行っていただくようにして、年に何回か研修があると思います。そちらに参加をしていた

だいております。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。４番、桑原議員。 

○議員（４番 桑原 三平君）  済みません、９ページ、企画総務費の宝くじ助成金の使い方につ

いてちょっと、夏祭り実行委員会と朝倉自治会会長会等にということですが、これの詳細説明、

備品か何かだろうと思うんですが、その詳細説明を求めます。そして、その備品の管理について

もわかればお聞きします。 
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○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  備品の詳細説明と管理ということで説明いたします。 

 今回、コミュニティ助成事業２件出ておりまして、１件がふるさと夏祭り実行委員会、１件が

朝倉自治会長会でございます。 

 まず、ふるさと夏祭り実行委員会のほうにおきましては、詳細というので読み上げさせていた

だきます。 

 多雪用物置、折りたたみテーブル、折りたたみチェア、台車、広報表示製作費となっておりま

す。総事業費が２５０万円でございます。 

 朝倉自治会長会におきましては、音響が主でございまして、キャリングアンプ、ワイヤレスチ

ューナーユニット、ワイヤレスアンテナ、ワイヤレスマイク、ワイヤレスマイクロホン、ヘッド

セット型マイクロホン、ダイナミックマイクロホン、マイクロホンスタンド、防滴型２ウェイス

ピーカー、スピーカースタンド、アルミケース、ブルーレイプレイヤー、ＤＶＤカラオケセット、

それとプロジェクター一式でございます。失礼しました、ホワイトボードとディスプレイケーブ

ルもついております。それに保管庫をつけまして、総事業費は１５０万円となっております。 

 管理につきましては、それぞれの申請団体が、今後行っていくことになっております。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ６番、大多和議員。 

○議員（６番 大多和安一君）  １１ページの、老人福祉センター管理費３８７万５,０００円と

ありますが、この内訳が指定管理料１６７万１,０００円というのは毎年決まったものと思って

おりますが、その他の改修工事費の８２万６,０００円が空調設備の故障でと聞いております。 

 それから、補修工事費１２３万２,０００円は、浴場内混合栓をという話ですが、去年から

６７３万１,０００円というものも繰り越しておりますが、ことしのこの予算が繰り越しとなる

ようなことはないと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。 

 指定管理料１６７万１,０００円につきましては、先般、発生しましたレジオネラ菌による休

業及び水源の切りかえに伴う費用の増加分でございます。 

 改修工事及び補修工事の内容につきましては御質問のとおりでございます。空調設備及びカラ

ンについても早急に行う必要がございますので、議決いただければ直ちに着工したいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ２番、三浦議員。 
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○議員（２番 三浦 浩明君）  ９ページと１８ページで土地購入費ですね。旧備中屋跡地と朝倉

公民館の土地購入で１２０万９,０００円と２８８万５,０００円、それぞれ記載されております

が、それぞれ面積が違います、坪単価等々をはじくと、かなりの金額の差が出でくるんですが、

この差に対して、例えば一般町民から何でこんなに差が出るのかと、みたいなことも出ると思う

んですけど、その辺はこの差額について、余りにもちょっと大きいので、その辺はどう説明され

ますか、お考えをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  一方は六日市の土地、一方は朝倉の土地ということです。一般論で

お答えして申しわけないですけども、当然その土地の条件というのはそれぞれによって変わると

思います。すなわち、それによって当然、評価額等も変わるということでございます。 

 単純に、この２つの土地を比較するということにも当然ならない。それぞれの土地において適

正にそれぞれ評価なりがなされている。その結果としての土地購入費の算出というふうに、こち

らとしては理解をしているというところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ２番、三浦議員。 

○議員（２番 三浦 浩明君）  今、言われることはよくわからないこともないんですが、はっき

り言いますと坪単価で確か備中屋のほうが７万６,０００円、朝倉のほうが約１万と、かなりの

７倍以上の差が出ています。やはりその地域性で坪単価、その評価額というのは変わってくると

思うんですけど、余りにもちょっと違いがあるんで、逆に言いますと今、朝倉公民館のほうに関

しては、こういった事実がいろいろ公表されてくればちょっと安すぎるんじゃないかと、もうち

ょっと土地単価を上げなさいと、みたいな話も出てこないとも限りません。 

 その中でやっぱり公平性と言いますか、平等性と言いますか、そういった話も出でくると思い

ますので、やっぱりそこはきちんと説明できるような内容と言いますか、そういった理由は必要

ではないかと思います。余り言いますと長くなりますので。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  １６ページの、学校に司書配置の件なんですけど、司書配置とい

うのは全ての学校に配置されておるのか。また配置する理由等お聞きしたいんですけど。 

○議長（安永 友行君）  光長教育次長。 

○教育次長（光長  勉君）  小中学校への図書館の司書の配置につきましては、基本的には吉賀

町子ども読書活動推進計画というのがございまして、これによりますと、平成３２年度までに全

小学校に司書を配置することを目標としております。 

 それで、できれば全校に司書を配置をしたいというふうに思っておりますけども、現在のとこ
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ろ、司書ということで３校、その他の６校に対しては図書館支援員ということで、何らかの手当

はしておるというふうに御理解をいただければと思います。 

 最終的には、目標といたしましては全校に配置をしたいということで、今回ちょっと県のほう

へ御相談を申し上げましたところ、１名増員も可能ではないかということで、こうして補正をし

て、かねてから強い御要望がありました柿木小学校のほうへ１名ということで、予算を計上させ

ていただいたということでございます。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桑原議員。 

○議員（４番 桑原 三平君）  １７ページの社会教育総務費、伊藤博子氏の作品展のことについ

てお伺いしますが、この会場は基幹集落センターの大集会室ということですが、ちょっと一般質

問的な感じになるかもしれませんが、ほかの場所も想定されたか、検討されたかどうかお伺いま

す。 

 なぜならば、今の彫刻の道に研修棟があります。たぶんあそこもあまり使っていないんじゃな

いって、彫刻の道とあわせて相乗効果を狙うというような考え方は持っておられるのかどうか、

ちょっと聞きます。 

○議長（安永 友行君）  光長教育次長。 

○教育次長（光長  勉君）  今、想定しておりますのは、六日市の基幹集落センターの大集会室

ということで説明をさせていただいたと思っておりますけども、ちょっと経過を拝見すると、柿

木のエコビレッジということで開催をされているようですけども、これどうも２回か３回、柿木

のほうでやられているということで、今回ちょっと六日市のほうでというのがまず１点です。 

 それと、この予算を計上したときにどのぐらいの大きさの作品が、どのぐらいの点数を展示で

きるのかというところが、まだはっきりと定まっておりませんで、六日市のほうでみるとちょっ

と体育館では広すぎるかなというところで、しかも２週間もずっとそれで占領するというのはな

かなか難しいという中で、この基幹集落センターの大集会室が適当ではないかという判断でやっ

ております。恐らく、ゆ・ら・らのところの研修室は若干狭いのかなというふうに思っておると

ころですけども。 

 それと、先生のほうから小中学生を対象として、絵を描く実演等もちょっとやってみたいとい

うお話もいただいておりまして、詳細については今後詰めないといけないと思っておりますけど

も、ただ、今、予算を上げているのはちょっと漠然としたところで予算を上げておりますので、

また必要であれば９月等で補正もお願いするかと思います。 

 場所については、一応、今そういうことで基幹集落センターの大集会室を予定しているという

ことでございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  ちょっと休憩には早いですが、先ほどの繰越明許の調査中のこともあり

ますので、ここで休憩します。１０分間休憩します。 

午前10時52分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時28分再開 

○議長（安永 友行君）  たびたびですが、資料は全員行き渡っておりますか。 

 大変お待たせしました。それでは、ただいまから休憩前に引き続き会議を再開します。 

 一般会計補正予算の質疑が残っておりますので続行しますが、それの前に、繰越明許費の内容

について誤記入等もあったようですので、説明をさせます。 

 野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  大変失礼いたしました。それでは、ただいまお配りした資料も合わ

せて説明をさせていただきたいというふうに思います。 

 最初に、申しわけありません。前段でお配りしております、本日配付をした繰越明許費の内容

とＡ４横版のもの、こちらのほうを先にお手元に出していただいて。１ページです。１ページの

繰越明許費の概要の欄、事業でいきますと障がい者総合支援センター整備事業、この欄をごらん

いただければと思います。 

 ここの設計業務委託料の金額でありますけれども、２,３４５万８,０００円という記載があろ

うかと思います。こちらのほうを訂正をお願いしたいと思います。２,３５４万８,０００円です。

２、３、５、４、８、０、０、０であります。 

 それでは、その上で、お配りしております資料等の説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、報告議案として、報告第３号としておつけしておる繰越明許費の繰越計算書です。中ほ

どの縦欄に、金額、それから、翌年度繰越額という欄があるかと思います。ここの金額につきま

しては、本定例会、言いかえますと５月末時点で数字を押さえたものでございます。それぞれ事

業費と繰越額を個々に掲載をしております。 

 一方、先ほど訂正を加えていただきましたけども、この表の左側の縦欄に、事業費、それから、

繰越額、それぞれ縦欄に載せておりますけれども、この数字につきましては、３月の定例会時点

でそれぞれ押さえた数字になってまいります。したがって、事業費に関しては３月で押さえたも

の、そして、この５月末をもって押さえたものということで、数字が異なるというところで見て

いただければと思います。 

 それで、先ほど配布した、改めてお配りをした資料のほうを見ていただければと思います。先

ほど私が説明した内容を加えた資料にということで、つくりかえたものです。 
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 一番左の縦欄は事業名、それから、事業費、ここが３月の定例会での数字、それから、右側に

移っていただいて、繰越額、これが３月の定例会で押さえた数字ということになります。 

 それから、新しく表の中に盛り込みましたのがその右側ですけれども、事業費ということで、

６月定例会で押さえた事業費の数字であります。 

 それから、繰越額ということで、確定の数字をここに記載をさせていただいております。以下

につきましては、先ほどお配りをした資料のとおりでございます。 

 大変ご迷惑をおかけしました。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で繰越明許費の内容についての説明は終わりますが、特別質疑があ

ればお受けしますが。よろしいです。 

 ６番、大多和議員。 

○議員（６番 大多和安一君）  説明を聞きましたけど、副町長にお尋ねしますが、３月の定例議

会の途中で、議会運営委員長である私と議長の前で、「かかることはないよう、慎重にチェック

を重ねて行うから」と言明されましたけど、それについて、今回、このような事態を招いたこと

について、副町長はどう思われますか。 

○議長（安永 友行君）  赤松副町長。 

○副町長（赤松 寿志君）  お答えさせていただきます。 

 もう何も弁明することはありませんけども、二重の体制ということで、今回についても一旦、

総務課の財政のほうで資料をつくって、担当課のほうに、全てのこの内容について確認をするよ

うにしました。でも、その結果、こういうことを招いたということですので、結局そのチェック

機能が果たしていなかったということでございます。 

 その点について、何も申し上げることはございません。再度、職員に周知徹底をしていくとい

うこと以外ありませんので、そのように対応させていただきたいというふうに思います。 

○議長（安永 友行君）  それでは、一般会計の補正予算についての質疑を再開します。質疑はあ

りませんか。 

 ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  １５ページの００４、道路新設改良補助事業費、設計委託料、こ

こ、ちょっと聞き漏らした部分がありますので、もう一度説明をお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  只今の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 ００４、道路新設改良補助事業費でございます。 

 設計委託料といたしまして１,５９７万円を計上させていただいているところでございます。

この内容につきましては、柿木村木部谷の台橋、それから、下高尻の西組線にあります立道橋、
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この２つの橋についての設計事業費でございます。 

 台橋につきましては、判定Ⅳの点検の内容が出ております。これまでずっと検討してまいりま

したけども、実は、このⅣについての取り扱いを国のほうから急遽求められました。つまりは、

Ⅳについては早急に解消しなさいということで、この４月にも県のほうへ呼び出されといいまし

ょうか、出向きまして、今回のⅣの橋をどうするのかということについて協議をさせていただき

ました。それにつきまして、緊急を要するということで、今回、この台橋と立道橋について補正

対応をさせていただいたという内容でございます。 

 台橋につきましては、新しい橋をかける、これは迂回路がございませんので、どうしても新し

い橋をかけなければ対岸に渡れないという状況でございます。これにつきましては、今現在では

人道橋を中心に機材が渡れればという最低限の橋をかけたいというふうに考えておりまして、そ

の設計委託料でございます。 

 それから、立道橋でございますけれども、これにつきましては、痛みが非常に激しゅうござい

ました。二、三百メートル上流側には三島大橋でございますけれども、新しい橋がかかっており

ます。その橋を使っていただくというところで、この橋につきましては落としたい、撤去したい

というふうに考えています。 

 実は、この橋も生かしていきながらというふうに考えておりました。といいますのが、実は水

道管が添架されておりまして、水道管をメインにした水管橋のような形で、人は歩けない、通れ

ない、絶対だめという形で検討しておったんですけれども、本管自体は本線等が入っておりまし

て、この立道橋につきましてはぐるっと回る、ループと私たちは言うておりますけども、ループ

させるのに非常に都合がいいという使い方ができるということで、水管橋として残したいという

ふうに考えておりました。 

 しかしながら、こうして国のほうからも指導が入り、県のほうとの協議の末に落としましょう

というところで地元の協議も整いましたので、今回、その撤去の設計費を計上させていただいた

という内容の、この２件でございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  確認させてもらうんですが、台橋というのは木部谷川にかかって

いる橋のこと。それに行く道も、当然、新設ということで。道はもう、今のを使うということな

んですか。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  お答えをいたします。 

 中村隠居沖線という町道でございますので、その町道を利用して、今の橋がかかっている、そ
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れも町道でございますので、今ある町道を利用し、橋をかけ直すということになります。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、質疑はこれで終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

 ８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  平成３０年度吉賀町一般会計補正予算について反対討論を行いま

す。 

 理由といたしまして、吉賀町の駐車場、旧備中屋跡の駐車場の件ですけど、その経過説明等を

お聞きしまして、到底理解できず、今の予算措置ということは理解できず、これを認めるわけに

は私としてはまいりませんので反対討論といたします。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  次は、賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  反対討論はありませんか。 

 １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  それでは、議案第５７号平成３０年度吉賀町一般会計補正予算

（第１号）に対しての反対討論を行います。 

 反対の理由ですけども、先ほど質疑を行いました会計年度任用職員にかかる委託料が出ており

ます。国は、無期労働契約への転換ということで、民間にはそのように言いながら、いざ公務の

ところではそうではなく、会計年度ごとにまた採用していくという仕組みをこのたび設けるとい

うことで、まず問題がある。なおかつ、今、国は一般職が行っている業務のうち、会計年度任用

職員にその業務を置きかえるということについて特別な否定もしていないという中で、本来であ

れば、正規の職員で行うべき業務を会計年度任用職員が行っているという面も、今の現時点にお

いても嘱託職員に正規職員が行うべきことをやっていただいてるというようなものが固定化をさ

れるというようなことにつながるものであるというふうに考えるのと同時に、財政的にも、先ほ

どの質疑でありましたように、特別保障されているわけでもありません。三位一体改革のあと、

どんどん地方に対する非常に締めつけも行われ、定員適正化計画等を作成させ、人員を減らす、

このような取り組みをそのまま今度は会計年度任用職員という形で、また持ち込むということに

対して、非常に怒りを覚えるわけであります。 

 よって、このたびの補正予算に対しての反対をする理由といたします。 
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○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 日程第１４、議案第５７号平成３０年度吉賀町一般会計補正予算（第１号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  賛成多数です。したがって、本案は原案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．同意第１４号 

○議長（安永 友行君）  日程第１５、同意第１４号吉賀町農業委員会委員の任命についてを議題

とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。 

 岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、同意第１４号でございます。 

 吉賀町農業委員会委員の任命について。下記の者を吉賀町農業委員会委員に任命したいので、

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意

を求める。記。住所。吉賀町柿木村福川５１５番地。氏名。三井利民。昭和２４年２月２４日生

まれ。平成３０年６月１８日提出、吉賀町長、岩本一巳。 

 提案理由でございますが、吉賀町農業委員会委員の定数は１２人であるが、現在の実数は

１１人であり、その欠員１人に上記の者を任命するためでございます。 

 なお、詳細につきましては、所管いたします産業課長のほうから御説明申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。 

 山本産業課長。 

○産業課長（山本 秀夫君）  それでは、同意第１４号の説明をさせていただきます。 

 ５月２３日から改正法のもとで、新しい支援体制で農業委員会のほうが始まっております。実

際１名が、今、欠員となっておるという状況がありましたんで、今回、公募をしております。 

 公募の期間ですが、３０年の５月２日から３０年の６月１日、１カ月間公募をしております。 
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 募集人員は１人ということですが、公募結果につきましては、お二人の方がおられました。そ

の内訳としましては、みずから応募された方、いわゆる立候補された方がお一人の男性と、それ

と、個人から推薦を受けられた方、これがお一人、これも男性です。 

 ということで、農業委員会の委員候補者の評価委員会というのがございますが、そちらのほう

を３０年の６月７日に開催をさせていただきまして、委員５人が出席しまして、この委員は副町

長と総務課長、それから、私、産業課長と、ＪＡの六日市支店長、ＪＡの柿木支店長、この５人

でございます。 

 評価の結果ですが、次の者を農業委員会の委員に任命する候補者として選出したということで

号案のほうに書いております。 

 氏名は三井利民さんで、男性、６９歳でございます。職業は農業で、農業委員を平成２４年か

ら平成３０年の２期務められております。 

 それから、認定農業者等の該当につきましては、該当はございません。 

 申込方法はみずから応募されたということでございます。 

 以上、簡単ですが説明とさせていただきます。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

 １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  もう一人の方も認定農業者等の該当には当たらないのかという

ことと、委員会が５人とありますけど、これ、出席者になってますけど、委員会の委員の方は何

名ですか。 

○議長（安永 友行君）  山本産業課長。 

○産業課長（山本 秀夫君）  お答えします。 

 この委員は、この５人が全員でござまいす。 

 それから、もう一人の方ですが、人・農地プランのほうに掲載をされておられまして、認定農

業者等に準ずるものということでございました。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  ５名ということでしたけど、先般、１１名を選任されたときに

は、確かこのほかに２名の方が入っていたと思うんですけど、間違いですか。 

○議長（安永 友行君）  山本産業課長。 

○産業課長（山本 秀夫君）  お答えさせていただきます。 

 昨年１２月２５日、委員の選任に関する要綱というものを制定させていただきまして、この折
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には、人数的には５名でございました。内訳としましては、副町長と農業委員会会長と農業委員

会の職務代理と農業委員会の事務局長、それから、産業課の補佐、以上の者が委員になっており

ましたが、いろいろ御指摘もございまして、農業委員会の委員が、その選定委員会に入るものい

かがなものかということがございまして、この要綱のほうを４月２６日に改正いたしまして、今

の５人のメンバーにかわったということでございます。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  要綱を変えられたということですけど、ということは、前の

１１人の選考をされた方とこのたびの選考された方のメンバーが違うわけですけど、それはそれ

で、先般、選任された１１人の方とこのたび選考委員が変わって先行された１名の方は、整合性

はあるということですか。違うメンバーが選んだということで、その辺の見解をちょっとお聞き

します。 

○議長（安永 友行君）  赤松副町長。 

○副町長（赤松 寿志君）  私が評価委員会の会長ということでございますので、経過は先ほど産

業課長が申したとおりでございます。 

 １１人の選考されたときとメンバーが変わっておるわけですけども、今回の募集するに当たり

まして、新たに選考基準を作成させていただきました。この選考基準の基づいて、この５人の方

でそれに適しているかどうかということを判断してやらせていただきました。 

 前回はそういうところを設けておりませんでしたので、どちらかというと欠格条項等がないか、

そちらのほうを中心にやらせていただきましたけども、今回については、適任者を選任するとい

うことで選考基準を設けさせていただきまして、中身についてはちょっと、なかなか言えない部

分もありますけども、それに基づいて評価をさせていただいて、きょう御提案の方が今回の、委

員会とすればこの方を推薦するということで決定をさせていただきました。 

○議長（安永 友行君）  ほかに質疑はありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、質疑は終わります。 

 これより討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 日程第１５、同意第１４号吉賀町農業委員会委員の任命についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を
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求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（安永 友行君）  全員賛成です。 

 したがって、日程第１５、同意第１４号農業委員会委員の任命については、同意することに決

定をしました。 

 １２時になりますが、日程どおり最後まで続行させていただきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．発議第２号 

○議長（安永 友行君）  日程第１６、発議第２号地方財政の充実・強化を求める意見書（案）を

議題とします。 

 本案についての総務常任委員会の報告を求めます。 

 ３番、桜下総務常任委員長。 

○総務常任委員長（桜下 善博君）  桜下でございます。 

 お手元に配布いたしております委員会審査報告書を読み上げまして報告にかえさせていただき

ます。 

 平成３０年６月１１日、吉賀町議会議長、安永友行様。 

 総務常任委員会委員長、桜下善博。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規

定により報告します。 

 記。 

 １、事件の番号、発議第２号、件名、地方財政の充実・強化を求める意見書（案）。 

 ２、審査年月日、平成３０年６月１１日。 

 ３、審査結果、賛成多数により可決。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  それでは委員長に対しての質疑を許します。質疑はありませんか。よろ

しいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  これで質疑は終わります。 

 これより、討論を行います。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  賛成討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論は終わります。 

 日程第１６、発議第２号地方財政の充実・強化を求める意見書（案）を採決します。 

 この発議に対する委員長の報告は可決です。この発議は委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  賛成多数です。したがって、本案は原案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．発議第３号 

○議長（安永 友行君）  日程第１７、発議第３号主要農産物種子保全の施策を求める意見書（案）

を議題とします。 

 本案については経済常任委員会の報告を求めます。 

 ５番、中田経済常任委員長。 

○経済常任委員長（中田  元君）  報告いたします。 

 吉賀町議会議長、安永友行様。 

 経済常任委員会委員長、中田元。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規

定により報告します。 

 記。 

 １、事件の番号、発議第３号、件名、主要農産物種子保全の施策を求める意見書（案）。 

 ２、審査年月日、平成３０年６月１２日。 

 ３、審査結果、別紙のとおり修正の上、可決。全員賛成。 

 裏面をごらんください。 

 主要農産物種子保全の施策を求める意見書（案）といたしまして、上から五、六行目になりま

すが、「種子法により、国・都道府県が主導して米・麦・大豆などの主要農産物の品種改良が行

われ、良質で安価な種子が農民に安定的に」というところの「農民」を「生産者」に修正させて

いただきました。 

 「生産者に安定的に供給され、消費者に安全で美味しい米などが提供されてきました」と、安

定的に供給というのを「提供」というように修正させていただきました。 

 ３点目でございますが、下から４行目ですが、「国におかれましては、食料主権の観点から本

附帯決議の実現に努め、日本の種子を保全し、良質で安価な種子が農民に提供」とありますが、
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ここを「生産者に供給されるよう、積極的な施策を展開することを強く求めます」というように

修正をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  以上で委員長報告は終わりました。 

 これより委員長に対しての質疑を許します。質疑はありませんか。 

 １番、松蔭議員。 

○議員（１番 松蔭  茂君）  主要農産物、米・麦・大豆とありますが、ほかにもあるんですか。 

 それと、中ほどの「１代─Ｆ１ハイブリッド種子は５倍から１０倍」というふうに書いてあり

ますが、この主要農産物にもハイブリッド種子があるのかどうか。 

 それともう一つ、これは廃止されたのだからそれの反対ということじゃなしに、種子の保全と

いうことであると思うんですが、この種子の改良したものは知的財産、要するに特許などとの関

係はどうなるのかをお尋ねします。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田常任委員長。 

○経済常任委員長（中田  元君）  お尋ねの主要農産物ということで、米・麦・大豆などの主要

農産物以外にあるかというところでございますが、ちょっと私のほうで検討しておりません。わ

かりません。 

 それから２番目に、ハイブリッド種子が５倍から１０倍もの高値でという御質問でございます

が、発議者のほうにちょっとお伺いはしましたけど、確認はしておりませんが、そのようにお伺

いをしております。 

 それから、特許の件につきましても、検討をしておりません。 

○議長（安永 友行君）  １番、松蔭議員。 

○議員（１番 松蔭  茂君）  検討されていなかったら答えようがないかと思うんですが、私が

尋ねたいのは、米・麦・大豆以外にも主要農産物の種子があるかどうかということを聞いたんで、

検討があるかどうかちょっとわからんので、ちょっと答えにならん。 

 それから、今のハイブリッドというのは、今の米・麦・大豆などの主要農産物にもそういうの

が現在あるのかどうか。あるとしたら、これを５倍、６倍、現にこういうふうになってくると思

うんですけど、あるかどうかということ。検討してないから答えられないというんじゃ、ちょっ

と納得できない。 

 それから、今の最後の知的財産の件、これ、恐らく実用新案、意匠登録というんやなしに、実

際、特許なら、あたらしいものをつくるから特許ということでしょうが、これとの関係、要する

にどちらが優先する。これはまだ法律じゃないから、保全の施策を求めるということなんでちょ

っと難しいかもわかりませんが、もう一遍お答えいただきますようお願いいたします。 
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○議長（安永 友行君）  ５番、中田委員長。 

○経済常任委員長（中田  元君）  主要農産物の、先ほど申しましたように、米・麦・大豆など

のと書いてございますが、主要農産物が、米、それから、大豆、麦のほうに大麦と小麦というこ

とで、主要農産物は４つの主要農産物ということでございます。 

 それから、今のＦ１ということでございますが、このことにつきましては、先ほどちょっと申

し上げましたけれども、ちょっと私のほうで知識不足もありますし、検討しておりませんのでわ

かりません。 

○議長（安永 友行君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、質疑はこれで終わります。 

 これより、討論を行います。この発議に対する委員長の報告は修正可決でしたので、討論は

３つの立場に分けて行います。第１に原案、修正案ともに反対の方、第２に原案に賛成の方、第

３に修正案に賛成の方、以上の順序で行いますのでお願いいたします。 

 それでは、初めに、原案、修正案ともに反対の方の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  次に、原案に賛成の方の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  最後に、修正案に賛成の方の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  討論なしと認め、これで討論は終わります。 

 日程第１７、発議第３号主要農産物種子保全の施策を求める意見書（案）を採決します。 

 まず、本案に対し、経済常任委員長から提出された修正案の修正部分についてを挙手によって

採決します。常任委員長から提出された修正案の修正部分について、決定をすることに賛成の方

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。賛成多数です。したがって、修正案の修正部分は可決を

されました。 

 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案についてお諮りをします。 

 修正議決した部分を除く部分については、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。賛成多数です。修正議決した部分を除く部分は原案のと
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おり可決をされました。 

 したがって、本案は修正案のとおり可決をされました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．閉会中の調査報告について 

○議長（安永 友行君）  日程第１８、閉会中の調査報告について。 

 お手元に配付のとおり、総務常任委員会及び経済常任委員会より報告書が提出されております。

最初に総務常任委員長からの報告を求めます。 

 ３番、桜下総務常任委員長。 

○総務常任委員長（桜下 善博君）  桜下でございます。 

 お手元に配付させていただきました委員会調査報告書を一部読み上げまして、報告に変えさせ

ていただきます。 

 吉賀町議会議長、安永友行様。 

 総務常任委員会委員長、桜下善博。 

 これは、町長の施政方針の中に、まちづくりの拠点は公民館という施政方針を述べられまして、

それを受けまして、総務常任委員会としまして、町内の公民館を全て訪問しまして、公民館にお

ける現状と課題について、意見交換、あるいは調査を行いました。読み上げます。 

 本委員会において、所管事業を調査した結果を次のとおり会議規則第７７条の規定により報告

いたします。 

 記。 

 １、件名、公民館における現状と課題。 

 １、まちづくりの拠点は公民館という町長施政方針について。 

 ２、自治会と公民館のかかわりについて。 

 ３、行政と公民館のかかわりについて。 

 日程、出席者は以上でございます。 

 裏面に調査結果。 

 町内各公民館を訪問し、公民館長及び主事との意見交換を行った結果を下記のとおり報告する。 

 公民館における現状と課題。 

 １、公民館がまちづくりの拠点になることは、理想ではあるが、現実としては難しい。 

 ２、今後、まちづくりの業務がふえれば現行の体制ではできない。 

 ３、諸行事を行うにしても、同じ人たちが運営あるいは参加者になっている。 

 ４、主事の業務は時期にもよるが、行事等が重なるときは、月１８日の勤務体制では厳しい月

がある。 
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 ５、人口減少、高齢化等により自治会単位で物事を進めていくには限界が来ている。 

 ６、自治会との関係についてはこれまでの慣例もあり、各公民館でばらつきがあるが、自治会

の事務等を行っている。 

 ７、自治会長が毎年交代する地域は、事業の継続性や引継ぎが難しい。 

 ８、職員を配置した簡易な役場窓口業務が必要とされている地域がある。 

 委員会としての提言を読みます。 

 １、各公民館においては、これまでと同様にそれぞれの地域に応じて独自性をもった活動を展

開していくことが重要である。 

 ２、地域住民へ情報提供するにあたっては、ページング放送が最も有効な手段であり、公民館

に録音機能のあるシステムの導入が必要である。 

 ３、まちづくりの拠点を公民館とすることについて、現行体制で業務を行うことは、大変厳し

く、人的体制の整備が求められる。 

 ４、庁舎がない地域においては、公民館に役場の支所的な役割も求められている。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  以上で総務常任委員会の報告は終わります。 

 続いて、経済常任委員長からの報告を求めます。５番、中田経済常任委員長。 

○経済常任委員長（中田  元君）  それでは、経済委員会の調査報告を行います。 

 吉賀町議会議長、安永友行様、経済常任委員会委員長、中田元。 

 委員会調査報告書。 

 本委員会において所管業務を調査した結果を、次のとおり会議規則第７７条の規定により報告

いたします。 

 記。 

 １、日時、視察先、参加者。 

 日時、平成３０年５月３０日水曜日。 

 視察先、Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ株式会社、田野原でございます。 

 それから、株式会社ロディック、広石。 

 よしかファーム株式会社、広石。 

 株式会社クロスラボ、七日市。 

 参加者として、経済常任委員４名、議長、事務局でございました。 

 調査事項といたしましては、吉賀町の産業振興施策につなげるため、新規に事業展開している

町内企業の視察を実施しました。 

 特に、この町内に４、５年以内ぐらいに事業展開をされた事業所を視察にうかがいました。 
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 視察先の概要といたしまして、３番に、会社ごとに概要等まとめておりますので、御覧いただ

けたらと思います。 

 以上でございます。 

 ちょっと訂正させていただきます。視察先でございますが、オリジナルニュートリトンと言い

ましたが、ニュートリションでございます。申しわけございません。 

 それで、次ページの３ページ目がありますが、所感がございました、これ、読み忘れましたの

で、申し上げます。 

 ４、所感。 

 ①今後の事業規模拡大、雇用拡大を期待する中で、町としてもさらなる人的、財政的支援が必

要と思われる。 

 ②豊かな自然環境、交通の利便性等で、立地した企業があり、高津川をはじめとする自然環境

の保全施策が求められる。 

 ③企業と行政が一体となった吉賀町のＰＲが必要であり、自然を生かしたまちづくりが必要で

ある。 

 ということでございます。以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  以上で経済常任委員会からの報告は終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．閉会中の継続調査について 

○議長（安永 友行君）  引き続き、日程第１９、閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 総務、経済、広報広聴各常任委員会から、会議規則第７５の規定に基づいて、お手元に配付の

とおり、閉会中の継続調査の申出書が提出されております。 

 お諮りをします。申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認めます。よって、申し出のとおり閉会中の継続調査とする

ことに決定をしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議員派遣の件について 

○議長（安永 友行君）  日程第２０、議員派遣の件についてを議題とします。 

 お手元に配付したとおり、１件の研修会へ議員を派遣したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認めます。よって、お手元に配付したとおり議員派遣をする
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ことに決定しました。 

 ここで、町長より発言を求められております。これを許可します。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは６月定例会の閉会に当たりまして、一言お礼を申し上げたいと

思います。 

 今回、執行部から提案をいたしました追加議案を含めてでございますが、それぞれ慎重審議の

上、御可決をいただきまして大変ありがとうございました。 

 それから、前段で行いました全員協議会、それから会期中に行いました全員協議会、それぞれ

貴重な意見も頂戴いたしたところでございますので、これからもしっかり意見を拝聴した内容を

留意をして頑張ってまいりたいと思います。 

 それから、きょう最終日のところで、一部資料のほうの差し替え等も、またさせていただいた

ところでございます。私含めて、管理職全職員、気を引き締めて、これからもしっかり頑張って

まいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 大変お世話になりました。ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（安永 友行君）  以上で、本定例会の会議に付された事件は全て終了しましたので、これ

をもって会議を閉じます。 

 平成３０年第２回吉賀町議会定例会を閉会します。御苦労でございました。 

午後０時23分閉会 

────────────────────────────── 
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